
令和２年４月 16 日

静岡県 交通基盤部 建設業課

新型コロナウイルス感染症まん延防止に係る建設業申請書等受付

業務について（通知）

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、令和２年４月 20 日（月）か

ら令和２年５月 29 日（金）までの土木事務所に提出する建設業申請書等に係る

受付業務を下記のとおりとします。

記

１ 申請書等の受付窓口預かり

・全ての申請書、届出書及び許可証明願について、土木事務所窓口における

審査を前提とした書類預かりを可能とする。

・事務の流れについては、別紙１及び２のとおりとする。

２ 一部の届出書（許可証明願を含む。）の郵送提出

・次の書類を除き、郵送による書類提出を可能とする。なお、郵送提出を行

う場合は、返信用切手を貼付した返信用封筒及び別紙４預り票を必ず添付

すること。

○郵送提出ができない書類

「更新申請」、「法人成申請」、「業種追加申請」、「般特新規申請」、「経

営業務管理責任者変更届」及び「営業所の専任技術者変更届」

・事務の流れについては、別紙３のとおりとする。

３ その他

・この取り扱いは、令和２年４月 20 日（月）から令和２年５月 29 日（金）

までの期間限りとする。

・交通基盤部建設業課における建設業許可申請は、引き続き従前の方法によ

ることとする。

・解体工事業登録事務についても、上記取り扱いに準じて行うこととする（新

規の登録申請は窓口預りのみとする）。

以 上



届出書の提出の流れ（書類預かり）
別紙１

届出者等

土木事務所窓口
③執務室内で内容審査

④補正等がある場合は届出者等に対して来庁等

を指示し、補正を実施

①届出 書

を窓口 に

提出

②預り証

を窓口で

交付※

⑤補正がない場

合、補正が完了し

た場合は預り証と

引き替えに受付済

届出書を交付

※原本証明等確認作業がある場合は、預り証交

付前に実施すること



申請書の提出の流れ（書類預かり）
別紙２

申請者等

土木事務所窓口
③執務室内で内容審査

④補正等がある場合は申請者等に対して来庁等

を指示し、補正を実施

①申請書

を窓口に

提出

②預り証

を窓口で

交付※

⑤補正がな

い場合、補

正が完了し

た場合は受

付票を交付

※原本証明等確認作業がある場合は、預り証交

付前に実施すること

⑥決裁後、

許可通知と

申請書副本

を郵送



届出書の提出の流れ（郵送）
別紙３

届出者等

土木事務所窓口
③執務室内で内容審査

④補正等がある場合は届出者等に対して来庁等

を指示し、補正を実施

①届出 書

を土木 事

務所に 郵

送提出

②預り証

をＦＡＸ

で送付

⑤補正がない場

合、補正が完了し

た場合は返信用封

筒で受付済申請書

副本を送付※

※返信用封筒がない場合（返信用切手料金不足

を含む）は来庁を指示し、窓口での交付を行う

こと



※欄は土木事務所にて押印するため空欄のままとしてください。

この預り証は、建設業許可申請の受付記録ではありません。

ＦＡＸ送信票
建設業許可届出書類 預り証

送 信 先

送信先 FAX番号 － －

送信元

□ 下田土木事務所 総務課建設業班 FAX 番号 0558-24-2123

□ 熱海土木事務所 総務課建設業班 FAX 番号 0557-82-9110

□ 沼津土木事務所 総務課建設業班 FAX 番号 055-922-6684

□ 富士土木事務所 総務課建設業班 FAX 番号 0545-65-2270

□ 静岡土木事務所 総務課建設業班 FAX 番号 054-286-9375

□ 島田土木事務所 総務課建設業班 FAX 番号 0547-37-6183

□ 袋井土木事務所 総務課建設業班 FAX 番号 0538-42-1782

□ 浜松土木事務所 総務課建設業班 FAX 番号 053-458-7193

投函年月日 令和 年 月 日

届出者
他 社分

（複数郵送の場合）
許可番号

届出・申請の内容

□ 決算終了後の変更届

経営事項審査受審の有無 有・無

いずれかに○をつけてください

□ 決算以外の変更届

□ 建設業許可証明願

土木事務所預り印※

別紙４


